
廃棄物規制課不法投棄対策室 

（特別管理）産業廃棄物処理業電子許可証の提出方法について 

（いばらき電子申請・届出サービス） 

１.手続き説明画面 

手続き名と利用規約を確認し、「同意する」のボタンをクリックします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



廃棄物規制課不法投棄対策室 

２.メールアドレスの入力 

メールアドレスを入力し、「完了する」のボタンをクリックしてくださ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※画面設計の仕様上、利用者 ID 入力と表示されていますが、入力するのはメールアドレス

です。 
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３.メール送信 

＜メール送信完了画面＞が表示されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４.返信メールへのURLへアクセス 

受信した【連絡先アドレス確認メール】の本文に記載のURLをクリックしてください。 

 ＜申込画面＞が表示されます。 
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５.申込画面 提出者情報の入力 

必要な項目を入力して、「確認へ進む」をクリックしてください。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

複数の種類の申請、届出をする

場合には、該当するもの全てに

チェックを入れてください。 

電話番号はハイフンをいれずに

入力します。 

電子許可証を添付するには、「添

付ファイル」のボタンをクリッ

クします。 
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６‐１.電子許可証の添付方法 
「ファイルの選択」をクリックして添付する電子許可証を選択し、「添付する」のボタンをクリックしま

す。添付したいファイルが添付結果に表示されたら、「入力へ戻る」のボタンをクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

添付結果に提出したいファイル

が表示されていることを確認し

ます。 
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６‐２.電子許可証の添付方法 
複数の電子許可証を提出する場合には、一つずつファイルを添付する必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一つ目の電子許可証が添付結果に表

示されたら、二つ目の電子許可証を

「選択」→「添付」します。 

提出したい電子許可証が添付結果に

全て表示されたら、「入力へ戻る」の

ボタンをクリックします。 
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７.申込確認と申込 
申込者情報の入力と電子許可証の添付が完了したら、「確認へ進む」のボタンをクリック

します。 

申込確認画面に進んだら、入力内容を確認し、「申込む」のボタンをクリックします。 
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８.申込完了と申込照会用の整理番号、パスワード 

手続きの申込が完了すると、申込内容の照会用に［整理番号］と［パスワード］が表示されます。

また、入力いただいたメールアドレスに【申込完了通知メール】が送られます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜申込完了通知メール＞ 
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10.受理通知メールの受信 

申込内容を当課で確認します。それが完了すると、電子許可証の受理通知メールが送られ

てきます。 
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11.申込内容の照会 

申込内容を確認するには、10.受理通知メールに記載された申込内容照会画面の URL をク

リックして、＜申込照会画面＞ に［整理番号］と［パスワード］を入力して、「照会す

る」ボタンをクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


